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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月10日(2018.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最上層の第１配線層と、
　前記第１配線層を被覆する保護絶縁層と、
　前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１配線層の上面の一部を露出する第１貫通
孔と、を有し、
　前記第１貫通孔は、前記保護絶縁層の上面に形成され、内壁面が曲面に形成された凹部
と、前記凹部の底部に形成され、前記凹部よりも平面形状が小さく形成された開口部とが
連通されてなり、
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成された表面処理層を有し、
　前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口部の内壁面の上端との接
続部に形成された角部よりも下側に位置していることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　最上層の第１配線層と、
　前記第１配線層を被覆する保護絶縁層と、
　前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１配線層の上面の一部を露出する第１貫通
孔と、を有し、
　前記第１貫通孔は、前記保護絶縁層の上面に形成され、内壁面が曲面に形成された凹部
と、前記凹部の底部に形成され、前記凹部よりも平面形状が小さく形成された開口部とが
連通されてなり、
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成された表面処理層を有し、
　前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口部の内壁面の上端との接
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続部に形成された角部よりも上側に位置していることを特徴とする配線基板。
【請求項３】
　最上層の第１配線層と、
　前記第１配線層と同一平面上に形成され、前記第１配線層と離間して形成された最上層
の第２配線層と、
　前記第１配線層及び前記第２配線層を被覆する保護絶縁層と、
　前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１配線層の上面の一部を露出する第１貫通
孔と、
　前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第２配線層の上面の一部を露出する第２貫通
孔と、を有し、
　前記第１貫通孔は、前記保護絶縁層の上面に形成され、内壁面が曲面に形成された凹部
と、前記凹部の底部に形成され、前記凹部よりも平面形状が小さく形成された開口部とが
連通されてなり、
　前記第１貫通孔の内壁面には、深さ方向の中途に段差が形成されており、
　前記第２貫通孔は、前記凹部よりも平面形状が大きく形成されており、
　前記第２貫通孔の内壁面には、深さ方向の中途に段差が形成されていないことを特徴と
する配線基板。
【請求項４】
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成された表面処理層を有し、
　前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口部の内壁面の上端との接
続部に形成された角部よりも下側に位置していることを特徴とする請求項３に記載の配線
基板。
【請求項５】
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成された表面処理層を有し、
　前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口部の内壁面の上端との接
続部に形成された角部よりも上側に位置していることを特徴とする請求項３に記載の配線
基板。
【請求項６】
　前記表面処理層は、前記開口部に充填された基部と、前記凹部の底部に形成され、前記
基部よりも平面形状が大きく形成された先端部とを有することを特徴とする請求項２又は
５に記載の配線基板。
【請求項７】
　前記表面処理層に接合されたはんだバンプを有することを特徴とする請求項１，２，４
，５，６のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項８】
　請求項７に記載の配線基板と、
　前記はんだバンプに接合された接続端子を有し、前記配線基板にフリップチップ実装さ
れた半導体チップと、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　最上層の第１配線層を被覆する保護絶縁層を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ法により、前記保護絶縁層の上面のうち前記第１配線層と平面視で
重なる部分に、内壁面が曲面となる凹部を形成する工程と、
　レーザ加工法により、前記凹部の底部に、前記凹部よりも平面形状が小さく形成され、
前記第１配線層の上面の一部を露出する開口部を形成する工程と、を有することを特徴と
する配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　最上層の第１配線層及び第２配線層を、同一平面上に互いに離間して形成する工程と、
　前記第１配線層及び前記第２配線層の一部を被覆する保護絶縁層を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ法により、前記保護絶縁層の上面のうち前記第１配線層と平面視で
重なる部分に、内壁面が曲面となる凹部を形成するとともに、前記保護絶縁層を厚さ方向
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に貫通して前記第２配線層の上面の一部を露出する第２貫通孔を形成する工程と、
　レーザ加工法により、前記凹部の底部に、前記凹部よりも平面形状が小さく形成され、
前記第１配線層の上面の一部を露出する開口部を形成し、前記凹部及び前記開口部が連通
してなる第１貫通孔を形成する工程と、を有し、
　前記第２貫通孔は、前記凹部よりも平面形状が大きく形成されることを特徴とする配線
基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に表面処理層を形成する工程と、
　前記表面処理層の上面にはんだボールを搭載する工程と、
　リフロー処理により前記はんだボールを溶融し、前記表面処理層の上面にはんだバンプ
を形成する工程と、を有することを特徴とする請求項９又は１０に記載の配線基板の製造
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、最上層の第１配線層と、前記第１配線層を被覆する保護絶縁
層と、前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１配線層の上面の一部を露出する第１
貫通孔と、を有し、前記第１貫通孔は、前記保護絶縁層の上面に形成され、内壁面が曲面
に形成された凹部と、前記凹部の底部に形成され、前記凹部よりも平面形状が小さく形成
された開口部とが連通されてなり、前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成
された表面処理層を有し、前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口
部の内壁面の上端との接続部に形成された角部よりも下側に位置している。
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